
宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、予算の範囲内において、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱

炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令和７年３月１０日環地域事発第２５０３１０２

号）第２９条第１項に規定する間接補助金を宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成金（以

下「助成金」という。）として交付することについて、補助金等の取扱いに関する規則（平成

元年規則第１９号）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（助成金の対象事業） 

第２条 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、別表第１に掲げ

る設備（以下「対象設備」という。）の導入又は更新（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（以

下「ＺＥＨ」という。）にあっては新築住宅への導入に限り、高効率照明機器、高効率空調機

器、高効率給湯器及びコージェネレーションシステムにあっては更新に限る。）であって次の

要件に該当するものとする。 

(１) 助成金の対象となる者が居住する市内の住宅、事業を営む市内の事業所又は市内で販

売する新築戸建建売住宅で実施する事業であること。 

(２) 対象設備の導入又は更新のための契約日（次条第１号ウに掲げる事業者が自ら施工を

行う事業にあっては、その工事の着工日）が令和７年４月４日以後にあり、対象設備の

導入又は更新を完了した日が令和８年２月１３日までにあること。 

(３) 次のいずれにも該当しない事業であること。 

ア 事業所における助成対象事業においては、居住用途（共用部など助成対象となる区

分が明確にできない場合を含む。）に該当する部分の設備導入 

イ 中古設備の導入 

ウ リース契約による設備導入（事業用太陽光発電設備（自家消費型）を除く。） 

エ 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する設備導入 

２ 前項の着工日は、ＺＥＨに係る断熱工事又は別表第２に掲げるＺＥＨを構成する設備のい

ずれかの導入に着手する日をいう。 

３ 次条第１号ウに掲げる者が行う事業は、ＺＥＨの導入に限る。 

（助成金の対象者） 

第３条 助成金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 次のアからエまでのいずれかに掲げる者に該当すること。 

ア 本市に住民登録を有する個人又は市内に事業所を有する事業者 

イ  市内に自ら居住するための新築戸建住宅を建築又は購入する者 

     ウ  市内におけるＺＥＨの新築戸建建売住宅の販売者となる事業者 

   エ 市内に事業所を有する事業者とのＰＰＡ又はリース契約に基づき事業用太陽光発

電設備（自家消費型）を設置するＰＰＡ又はリース事業者 

  (２) 税を滞納していないこと。 

(３) 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第６号）第２条第１号に規

定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員密接

関係者でないこと。 



(４) 各対象設備に係る助成対象事業に関し、同一の建物について同一の対象設備に係る助

成金を受けていないこと。 

（助成対象経費） 

第４条 助成対象経費は、助成対象事業に要する経費のうち、次に掲げる費用で助成対象事業

の遂行に必要なものと明確に特定でき、かつ、第６条第１項第３号又は同条第２項第３号及

び第４号に掲げる書類によって金額が確認できるもの（消費税及び地方消費税を除く。）とす

る。 

 (１) 設備費 

(２) 附帯工事費 

(３) 雑役務費 

２ 前項の規定にかかわらず、この要綱により交付する助成金以外に県費、市費等を財源とす

る助成金等がある場合は、当該助成金等による収入の額を助成対象経費から控除するものと

する。 

（助成金の金額） 

第５条 助成金の金額は、次の各号に掲げる助成対象設備の種類に応じ、当該各号に定めると

ころにより求められる額とする。 

(１) 住宅用太陽光発電設備（自家消費型） 最大出力（ｋＷ表示の小数点以下切捨てとす

る。）に７万円を乗じた額（千円未満切捨て） 

(２) 事業用太陽光発電設備（自家消費型） 最大出力（ｋＷ表示の小数点以下切捨てとし、

１００ｋＷを超える場合は１００ｋＷとする。）に５万円を乗じた額（千円未満切捨て） 

(３) 住宅用蓄電池設備 助成対象経費の１／３（千円未満切捨て）の額。ただし、１５．

５万円/ｋＷｈ（工事費込み・税抜き）以下の蓄電システムであること。  

(４) 事業用蓄電池設備 助成対象経費の１／３（千円未満切捨て）と１００万円を比較し

て少ない方の額。ただし、１９．０万円/ｋＷｈ（工事費込み・税抜き）以下の蓄電シス

テムであること。 

(５) ＺＥＨ ５５万円 

(６) 高効率照明機器 助成対象経費の１／２（千円未満切捨て）と１００万円を比較して

少ない方の額 

(７) 高効率空調機器 助成対象経費の１／２（千円未満切捨て）と１００万円を比較して

少ない方の額 

(８) 高効率給湯器 助成対象経費の１／２（千円未満切捨て）と１５万円を比較して少な

い方の額 

(９) コージェネレーションシステム 助成対象経費の１／２（千円未満切捨て）と３０万

円を比較して少ない方の額 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、対象設備の導入完了

前に助成金の交付を受けようとする場合、宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成金交付申

請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

(１) 実施計画書（様式第２号） 



(２) 実施計画書設備個票（様式第３号の１から第３号の７まで） 

(３) 助成対象経費に係る見積書の写し 

(４) 導入設備の仕様及び設置場所が分かる資料（カタログ、配置図、位置図、写真等） 

(５) 太陽光発電設備導入に係る誓約書（様式第４号）（太陽光発電設備導入に限る。） 

(６) 太陽光発電設備導入に係る同意書（様式第５号）（事業用太陽光発電設備（PPA 又はリ

ース契約）導入に限る。） 

(７) 蓄電池設備導入に係る誓約書（様式第６号）（蓄電池設備導入に限る。） 

(８) 住民票の写し、運転免許証又はマイナンバーカードの写しなど写真付本人確認書類（個

人に限る。） 

 (９) 法人の登記事項証明書（申請日前３月以内に取得したもの）（法人に限る。） 

(10) 暴力団排除に関する誓約書（様式第７号）   

（11） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、対象設備の導入完了後に助成金の交付を受けようとする場合、申請書に次に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 実施結果書（様式第８号） 

(２) 実施結果書設備個票（様式第９号の１から第９号の７まで） 

(３) 契約書等の写し 

(４) 領収書（請求書、振込明細書、代金領収に関する証明書等）の写し（支払い明細が分 

かること） 

(５) 助成金額相当分がサービス料金又はリース料金から控除されていることが証明できる

書類(事業用太陽光発電設備(PPA 又はリース契約)の場合のみ） 

 (６) 設備の仕様（更新の場合は新旧）及び設置場所が分かる資料（カタログ、配置図、位 

置図、写真等） 

 (７) 竣工検査報告書の写し  

 (８) 太陽光発電設備導入に係る誓約書（様式第４号）（太陽光発電設備導入に限る。） 

(９) 太陽光発電設備導入に係る同意書（様式第５号）（事業用太陽光発電設備（PPA 又はリ

ース契約）導入に限る。） 

(10) 蓄電池設備に係る誓約書(様式第６号)（蓄電池設備導入に限る。） 

 (11) 住民票の写し又は運転免許証、マイナンバーカードの写しなど写真付本人確認書類 

（個人に限る。） 

(12)  法人の登記事項証明書（申請日前３月以内に取得したもの）（法人（PPA 事業者及びリ

ース事業者を含む）に限る。） 

(13)  暴力団排除に関する誓約書（様式第７号） 

（14） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 助成金の交付申請（以下「交付申請」という。）は、令和８年１月３０日までに行わなけれ

ばならない。 

４ 再生可能エネルギー設備（対象設備のうち、太陽光発電設備（自家消費型）及び蓄電池）

又は省エネルギー設備（対象設備のうち、ＺＥＨ、高効率照明機器、高効率空調機器、高効

率給湯器及びコージェネレーションシステム）に係る各助成金の総額は、当該事業年度の予

算の範囲内とする。 



５ 市長は、交付申請を先着順で受け付け、前項に掲げる各助成金の交付決定額の総額が当該

事業年度予算の上限に達したときは、交付申請の受付を終了する。ただし、市長は、再生可

能エネルギー設備の申請額が予算の上限に達し、かつ、省エネルギー設備の予算に残額があ

るときには、省エネルギー設備の予算をもって、再生可能エネルギー設備の申請を受付する

ことができる。 

６ 予算の上限を超える交付申請があった場合は、上限を超えた日における申請の中で抽選に

より助成対象者となる優先順位を決定するものとする。 

７ 市長は、前項の規定により受付を終了した場合において、必要があると認めるときは、申

請書が市に到達した順に補欠受付を行うことができる。 

（助成金の交付の決定） 

第７条 市長は、交付申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、宝塚市地域脱炭素

移行・再エネ推進助成金交付決定通知書（様式第１０号）又は宝塚市地域脱炭素移行・再エ

ネ推進助成金不交付決定通知書（様式第１１号）によりその旨を申請者に通知するものとす

る。 

 （交付の条件） 

第８条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定するに当たっては、次に掲げる条件を

付すものとする。 

 (１) 助成金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、対象設備について、

管理するための台帳を備え、対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもっ

て管理し、助成金の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。この場合

において、処分制限期間（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省

令第１５号）に定める耐用年数をいう。次号において同じ。）が経過するまでの間は、当

該管理するための台帳その他関係書類（電磁的記録により保管することができる場合は、

当該電磁的記録）を保存しなければならない。 

 (２) 交付決定者は、処分制限期間が経過するまで、対象設備（不動産、不動産の従物並び

に取得価格が単価５０万円以上の機械及び器具、備品その他の重要な財産に限る。）を助

成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊

し（廃棄を含む。）を行ってはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限り

でない。 

 (３) 交付決定者は、前号ただし書の市長の承認を受ける場合は、宝塚市地域脱炭素移行・

再エネ推進助成金財産処分届出書（様式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

 (４) 市長は、対象事業の完了によって交付決定者に相当の収益が生ずると認められる場合

には、助成金の交付の目的に反しない場合に限り、対象事業の完了した会計年度の翌年

度以降の会計年度において、助成金の全部又は一部に相当する金額を交付決定者に納付

させることができる。 

 (５) 交付決定者は、助成金について経理を明らかにする帳簿を作成し、対象事業の完了し

た年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。この場合において、当該

帳簿が電磁的記録により保管することができるときは、電磁的記録によることができる。 

（６） 交付決定者は、市長から助成対象設備にかかる発電した電力量、自家消費量等の実績

等に関する報告の求めがあった場合には、これに応じなければならない。 



２ 市長は、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に定めるものの

ほかに条件を付すことができる。 

（交付決定内容変更の届出） 

第９条 交付決定者は、第７条の規定による交付決定の通知を受けた後に、助成対象事業の実

施計画の内容を変更しようとするときは、速やかに宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成

金交付決定変更申請書（様式第１３号）に変更内容に係る書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、助成金の金額に変更を及ぼさない軽微な変更又は助成対象事業の目的

若しくは実施方法に及ぼす影響が軽微であると認められる変更については、この限りでない。 

２ 市長は、前項の申請の内容を審査し、宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成金交付決定

変更通知書（様式第１４号）により、変更後の決定内容を当該交付決定者に通知するものと

する。 

（助成金の交付の辞退） 

第１０条 交付決定者は、助成金の交付を辞退する場合、宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進

助成金交付辞退届（様式第１５号）を市長に提出しなければならない。 

（権利譲渡の禁止） 

第１１条 交付決定者は、助成金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならな

い。 

（現地調査） 

第１２条 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて現地調査を行うことができる。 

（実績報告） 

第１３条 交付決定者（第６条第１項の規定による交付申請を行った者に限る。）は、対象設備

の導入が完了したときは、速やかに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

(１) 実施結果書（様式第８号） 

(２) 実施結果書設備個票（様式第９号の１から第９号の７まで） 

(３) 契約書等の写し 

(４) 領収書、請求書、振込明細書、代金領収に関する証明書その他の支払い明細が分かる

書類の写し（事業用太陽光発電設備(PPA 又はリース契約)の場合は、助成対象設備の

設置に要した経費に関する書類) 

(５) 助成金額相当分がサービス料金又はリース料金から控除されていることが証明できる

書類(事業用太陽光発電設備(PPA 又はリース契約)の場合のみ） 

(６) 導入した対象設備の写真 

(７) 竣工検査報告の写し 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項各号に掲げる書類の提出を受けた場合において、書類の審査及び第１２条の

規定による現地調査により、その報告に係る交付申請及び交付決定の内容に適合するもので

あるかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の金額を確定し、当該交付決

定者に宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成金額確定通知書（様式第１６号）により通知

するものとする。 

（助成金の請求） 

第１４条 交付決定者（第６条第１項の規定による交付申請を行った者に限る。）は、前条第２



項の規定による通知があった場合は、宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成金交付請求書

（様式第１７号。以下「交付請求書」という。）を速やかに提出し、助成金の交付を請求する

ものとする。 

２ 交付決定者（第６条第２項の規定による交付申請を行った者に限る。）は、第７条の規定に

よる交付決定の通知があった場合、交付請求書を速やかに提出し、助成金の交付を請求する

ものとする。 

３ 前２項の請求は、令和８年２月２８日までに行わなければならない。 

４ 市長は、第１項又は第２項の請求に基づき助成金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１５条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定

を取り消すことができる。 

(１) 助成金の交付の条件に違反したとき。 

(２) 虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。 

(３) この要綱又は宝塚市補助金等の取扱いに関する規則に違反したとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、宝塚市地域脱炭素移行・再エネ

推進助成金交付決定取消通知書（様式第１８号）により、交付決定者に通知する。 

  (助成金の返還) 

第１６条 交付決定者は、前条の規定により助成金の交付の決定が取り消された場合において、

既に助成金が交付されているときは、市長が定める期限までに助成金を返還しなければなら

ない。 

（協力） 

第１７条 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて対象設備の再生可能エネルギー生産量や

エネルギー使用量の提供、市が行う地球温暖化対策の啓発その他の協力を求めることができ

る。 

 （様式） 

第１８条 この要綱に規定する様式第１号から様式第１８号までの様式は、別に市長が定める。 

（補足） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に市長が定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１５日から施行する。 

この要綱は、令和７年６月１０日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和８年１月３０日ま

でに申請のあった助成金の交付に係る規定の適用については、この要綱の失効後もなおその

効力を有する。 

  



別表第１（第２条関係） 

対象設備 要件 

太陽光発電設備（自家消

費型） 

ア 助成対象事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供

給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるもの

であること。 

イ 再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２

３年法律第１０８号 。以下「再エネ特措法」という。）に基づく

固定価格買取制度（ＦＩＴ）の認定又はＦＩＰ(Ｆｅｅｄ ｉｎ 

Ｐｒｅｍｉｕｍ)制度の認定を取得しないこと。 

ウ 電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託

送）を行わないものであること。 

エ 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光

発電）」（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事

業を実施すること（ただし、専らFITの認定を受けた者に対する

ものを除く。)。特に、次の(ａ)～(ｌ)をすべて遵守しているこ

と。  

(ａ) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを

図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよ

う努めること。  

(ｂ) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施

工を行うこと。  

(ｃ) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計

を行うよう努めること。  

(ｄ) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したもので

ないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画におけ

る再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」（資源

エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー

課再生可能エネルギー推進室）を参照のこと。  

(ｅ) ２０ｋＷ以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う

柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所

に標識（交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先

電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話

番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載し

たもの）を掲示すること。  

(ｆ) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、

報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の

設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切

な方法で管理及び保存すること。  

(ｇ) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施する



こと。  

(ｈ) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配

電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制

御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。  

(ｉ) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期し

なかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や

自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。  

(ｊ) 交付対象設備を処分する際は、関係法令（立地する自治

体の条例を含む。）の規定を遵守すること。  

(ｋ) 交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、

「廃棄等費用積立ガイドライン」（資源エネルギー庁）を参

考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計

画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発

電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施す

ること。  

(ｌ) １０ｋＷ以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤

去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険

等に加入するよう努めること。   

オ ＰＰＡの場合、ＰＰＡ事業者（需要家に対してＰＰＡにより

電気を供給する事業者。以下同じ。）に対して助成金が交付され

た上で、助成金額相当分がサービス料金から控除されるもので

あること（ＰＰＡ事業者が本事業により導入する再エネ発電設

備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を助

成金額相当分の４／５とすることができる。）。サービス料金か

ら助成金額相当分が控除されていること及び本事業により導入

した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用す

るために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。  

カ リース契約の場合、リース事業者に対して助成金が交付され

た上で、助成金額相当分がリース料金から控除されるものであ

ること。リース料金か助成金額相当分が控除されていること及

び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了

まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を

具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、

所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定

耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 

キ 次の(ａ)又は(ｂ)のいずれかを満たすこと。 

(ａ) 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備

で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電

する電力量の一定の割合（業務用：５０％、家庭用：３０％）



以上とすること。 

(ｂ) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備

で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消

費すること。 

蓄電池 ア 宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成金で導入する太陽光

設備の付帯設備であること。 

イ 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電する

ものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした

設備とすること。 

ウ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 

エ 住宅用は、蓄電容量が４，８００Ａｈ・セル相当のｋＷｈ未満

で、１５．５万円／ｋＷｈ（工事費込み・税抜き）の価格以下の

蓄電システムであること。また、事業者用は、蓄電容量が４，８

００Ａｈ・セル相当のｋＷｈ以上で、１９．０万円／ｋＷｈ（工

事費込み・税抜き）の価格以下の蓄電システムであること。 

オ 蓄電池パッケージ 

(ａ) 蓄電池部（初期実効容量蓄電池部（初期実効容量１．０ 

ｋＷｈ以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置

から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を

含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うもの

であることであること。 

※初期実効容量は、ＪＥＭ規格で定義された初規格で定義さ

れた初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い

方を適用する。 

※システム全体を統合して管理するための番号が付与されて

いること。 

カ 性能表示基準 

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、

アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。

所定の表示は次のものをいう。 

(ａ) 初期実効容量 

製造業者が指定する工場出荷時の蓄電システムの放電時

に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指

定できない領域は含まない（算出方法については、一般社団

法人日本電機工業会日本電機工業会規格「ＪＥＭ１５１１ 

低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照するこ

と。）。 

(ｂ) 定格出力 

認証書に基づく系統側の定格出力を指定し登録対象機器



の添付書類に明記すること。定格出力とは蓄電システムが

連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力

とする。定格出力の単位はＷ、ｋＷ又はＭＷのいずれかとす

る。 

(ｃ) 出力可能時間の例示 

① 複数の運転モードを持ち、各モードでの最大の連続出

力（Ｗ）と出力可能時間（ｈ）の積で規定される容量

（Ｗｈ）が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間

を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければなら

ない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定

出力にて運転を維持できる時間とする。この場合におけ

る出力の値は、製造事業者指定の値でよい。 

② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な

出力における出力可能時間を例示することを認める。例

示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位は

Ｗ、ｋＷ又はＭＷのいずれかとする。出力可能時間の単位

は分とし、出力可能時間が１０分未満の場合は、１分刻み

で表示すること。出力可能時間が１０分以上の場合は、５

分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力

可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にするこ

と。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作

動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、

その電力の合計も併せて記載すること。単位はＷ、ｋＷ又

はＭＷのいずれかとする。 

(ｄ) 保有期間 

交付金の支給を受けて対象システムを購入した場合、所

有者（購入設置者）は、当該システムを法定耐用年数の期

間、適正な管理・運用を図らなければならない。このことを

登録対象機器の添付書類に明記し、所有者（購入設置者）へ

注意喚起を行うこと。 

① 廃棄方法 

使用済み蓄電池を適切に廃棄又は回収する方法につい

て登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分

が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明

記すること。 

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当

窓口へご連絡ください。」 

② アフターサービス 

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録



対象機器の添付書類に明記すること。 

キ 蓄電池部安全基準 

(ａ) ＪＩＳ Ｃ ８７１５－２の規格を満足すること。 

ク 蓄電システム部安全基準（リチウムイオン蓄電池部を使用し

た蓄電システムに限る。） 

(ａ) ＪＩＳ Ｃ ４４１２の規格を満足すること。ただし、電

気製品認証協議会が定めるＪＩＳ Ｃ ４４１２適用の猶予

期間中は、ＪＩＳ Ｃ ４４１２－１ 若しくはＪＩＳ Ｃ ４

４１２－２※の規格も可とする。 

※「ＪＩＳ Ｃ ４４１２－２」における要求事項の解釈等は

「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠するこ

と。 

ケ 震災対策基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電シス

テムに限る。） 

(ａ) 蓄電容量１０ｋＷｈ未満の蓄電池は、第三者認証機関の

製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審

査に合格したものであること。 

※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関で

あること、かつ、ＩＥＣＥＥ-ＣＢ制度に基づく国内認証

機関（ＮＣＢ）であること。 

コ 保証期間 

(ａ) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が１０

年以上の蓄電システムであること。 

※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品

として販売する事業者も含む。 

※当該機器製造事業者以外の保証（販売店保証等）は含めな

い。 

※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件

とする。 

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使

用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とす

る。 

※ＪＥＭ規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値

のいずれか低い方）が１．０ｋＷｈ未満の蓄電システムは

対象外とする。 

ＺＥＨ ア 事業実施主体は、新築戸建住宅の建築主、又は新築戸建建売

住宅（建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅

をいう。）の購入予定者となる個人若しくは販売者となる法人と

する。 



イ 交付対象は、事業実施主体が常時居住する住宅であり、専用

住宅であること（ただし、住宅の一部に店舗等の非住居部分があ

る場合は、住居部分がＺＥＨの要件を満たすこと。）（事業実施

主体が新築戸建建売住宅の販売者となる法人の場合を除く。）。 

ウ 導入する設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補

助金（戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化

等支援事業）」の例を参考にすること。 

エ ＺＥＨのエネルギー使用状況に関する調査・分析等のため、

環境省に対する必要な情報提供に協力すること。 

オ ＺＥＨロードマップにおける『ＺＥＨ』の定義（次の(ａ)から

(ｄ)までを全て満たすこと。）を満たしていること。 

(ａ) 住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた強化外皮基

準（ＵＡ値）以上であること。（建築物省エネ法の地域区分 

区分１～２：０．４０以下、区分３：０．５０以下、区分４

～７：０．６０以下、区分８：なし） 

(ｂ) 設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一

次エネルギー消費量から２０％以上削減されていること。 

(ｃ) 太陽光発電設備等の再エネ発電設備を導入すること。（売

電を行う場合は全量買取方式ではなく、余剰買取方式によ

ること。） 

(ｄ) 設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を加えて、基準

一次エネルギー消費量から１００％以上削減されているこ

と。 

カ 申請する住宅について、省エネルギー性能表示にて、『ＺＥＨ』

であることを示す証書を取得すること。 

高効率照明機器 ア 調光制御機能を有するＬＥＤに限る（ただし、地域防災計画

により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設の照

明、再エネ一体型屋外照明の場合はこの限りではない）。 

イ 以下の固有エネルギー消費効率（ｌｍ/Ｗ）の基準値を満たす

こと。 

光源色が昼光色・昼白色・白色：１００以上 

光源色が温白色・電球色：５０以上 

高効率空調機器  従来の空調機器等に対して３０％の省ＣＯ２効果が得られるも

の 

高効率給湯器 ア ＣＯ２を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ給

湯器で、ＪＩＳ（日本工業規格）Ｃ９２２０に定める年間給湯保

温効率又は年間給湯効率が３．０以上であること。 

イ アに定める設備又は次項アに定めるコージェネレーションシ

ステムからの更新でないこと。 



コージェネレーション

システム 

ア 一般社団法人燃料電池普及促進協会（ＦＣＡ）が公表する登

録機器リストに登録されている製品であること。 

イ アに定める設備又は前項アに定める高効率給湯器からの更新

でないこと。 

 

別表第２（第２条関係） 

ＺＥＨを構成する設備 要件 

空調設備 主たる居室には、エネルギー消費性能計算プログラム（Ｗｅｂ

プログラム）において計算できる暖房設備及び冷房設備 

給湯設備 次のアからカまでのいずれかのうち、エネルギー消費量計算プ

ログラム(Ｗｅｂプログラム)において計算できる設備 

ア 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート） 

イ ガス潜熱回収型給湯機（エコジョーズ） 

ウ 石油潜熱回収型給湯機（エコフィール） 

エ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機（ハイブリッド給湯

機） 

オ 太陽熱利用システム 

カ 燃料電池（エネファーム） 

省エネルギー設備  次のアからウまでのいずれかに該当するもの 

ア 換気設備（２４時間換気に係るもの） 

イ ＬＥＤ照明設備 

ウ 蛍光灯照明設備 

再生可能エネルギー設

備 

太陽光発電設備等の再生可能エネルギー設備 

エネルギー計測装置 次のアからウまでのいずれも満たすこと。 

ア 一般社団法人エコーネットコンソーシアムが定める「ＥＣＨ

ＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ」規格の認証登録番号を取得しているコント

ローラであること。 

イ １台で住宅一棟の全エネルギーを計測できるよう設置するこ

と。 

ウ 計測されたデータの表示ができること。 

 


